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滋賀県教育振興基本計画審議会 第４回会議 議事録 
 
I. 日 時 平成 30 年８月 30 日（木）９：３０－１２：００ 

II. 場 所 滋賀県庁東館７階大会議室 
III. 出席者 

出席委員：浅井雅委員、安藤清代委員、板山英信委員、井上勝委員、今宿綾子委員、

大澤厚美委員、奥山みどり委員、小野田文雄委員、神部純一委員、喜名信

之委員、清水あすか委員、竹下秀子委員、橘円委員、檀原泉委員、中作佳

正委員、松並典子委員、松村実委員、森谷えみ子委員 
県出席者：青木教育長、河瀬教育次長、澤教育次長、山田教育総務課長、岸田教職員

課長、西川高校教育課長、辻本幼小中教育課長、森特別支援教育課長、首

藤人権教育課長、合田生涯学習課長、湯木保健体育課長、西谷文化財保護

課長、杉本教職員課主席参事、松野健康福利室長、青木高校再編室長、奥

村生徒指導・いじめ対策支援室長、前田私学・大学振興課長、辻スポーツ

局副局長、南子ども・青少年局長 
傍聴：２名 

IV. 議事録 
 
第３期滋賀県教育振興基本計画（答申案）について 
 
喜名会長 本日は次第にありますとおり、第３期滋賀県教育振興基本計画の答申について

御議論をいただきたいと思っております。本日の議論で答申を仕上げたいと思い

ますので、皆様御協力をよろしくお願いいたします。 
     では、前回の会議において、委員の皆様からそれぞれの柱の構成や内容等につ

いての大変貴重な御意見をいただきました。答申案の作成にあたりましては、前

回の会議でお示ししました素案をベースにいただい御意見を踏まえた修正を行い

ました。他にそれぞれの小柱に基づいた主な取組項目を記載しております。この

主な取組の中でも皆様の御意見をできる限り取り込んでおります。委員の皆様に

は事前に資料を送付させていただいておりますが、まずは事務局から、素案から

の修正点を中心に説明をいただきたいと思います。 
 
事務局  （資料１および資料２により説明） 
 
喜名会長 それでは、委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。挙手をしていた

だければと思います。どうぞ。 
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委員   全く違う観点からの話になってしまうと思います。経済界というか、普通の鉄

工所をやっている会社、経済産業協会から派遣されています。言葉としてのスー

パーサイエンスハイスクールっていうのが消えてしまっていますし、これでどう

やってブレイクスルーするような子を滋賀県から育てることができるのかと思い

ました。先日も大阪の方で喋っていたんですけど、大阪ではもう STEM 教育をす

るために民間団体がロボットを 20 台、大阪の教育委員会に寄附するということが

出てきています。そこで、この中でも「情報活用能力の育成」と書いてはいます

けども、プログラミング教育というのを本当に分かるためには、先生方が少なく

とも海外研修、中国であるとかボストンであるとか、そういうところでしっかり

研修をされた上でスタートしないと、学習指導要領に書かれているレベルでは全

然世界には太刀打ちできないと思います。それと、この中で「教科の特性や地域

の状況」まあこれはどういう括りかといいますと、「各学校の特色を活かしたカリ

キュラム・マネジメント」の下の「系統的な教育の推進」の中で書かれているこ

とですけれども、「小中学校間での連携」ということが書かれていますけれども、

高校というのは「小中学校間での連携」には入ってこないんでしょうか。入って

くるんでしょうか。こういう専門的な教育を行おうとする時に、小中学校間だけ

での連携で本当にできるのかと思います。それと、道徳教育についても、あちら

こちらで書かれていますけれども、具体的に子どもたちに今のスポーツの世界と

か、毎日毎日出てくるような、オリンピックだとかなんだとか、金を絡めた、あ

あいう人たちのことを、道徳的に学校でどういう風に議論して、ああいう人たち

をどういう風に排除していくのかというのを子どもたちにしっかり学ばせてやっ

てほしい。あんなのは、もう税金を払ってやるものでは、もうない。我々が血税

を出してオリンピックをやったり国体をやったりするレベルでは、もうない。一

日も早くああいうものはなくしてしまった方が良いというぐらいの勢いで、正し

い道徳教育・公益的民主主義教育というのをするべきだろうと。そういうことを

もう少ししっかり書き込まないと、変わらないんじゃないかと。これは大変失礼

な言い方ですけども、これで５年間、本当に教育を推進されるんでしょうか。こ

れは民間委員として、ちょっと首を傾げたくなると思います。以上ちょっと、最

初にひどいことを言いましたけども、まあ事実、ちょっと何かピンとこなかった

ので申し上げたいと思います。で、私学教育に関しても、それが公的教育の中で、

みんな一緒にスタートして一緒にゴールを切らなあかんみたいな、誰かをスーパ

ーサイエンスハイスクールにするのは良くないみたいな風潮があるんであれば、

もういっそ全部私学にして私学教育を徹底的に充実して特徴のある学校を作って

いった方が良いんじゃないのかと思ってこれを読ませていただきました。 
 
高校教育課長 スーパーサイエンスハイスクールの記述が消えているということについて
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ですが、個別の具体的な取組ということですので、振興基本計画の大きな考え方

の中には「理数教育の充実」「グローバル化への対応」でありますとか、高等学校

教育で今求められていることをこの中へは反映させているつもりですが、文言と

してなくなっているということは、御指摘のとおりだと思いますので、また検討

させていただきます。 
 
委員   資料１を拝見しながら申し上げたいと思います。４番に「共に生きる人生 100

年の学び」の図があり、中央にある大きな点線の囲みの右側に『人生 100 年を見

据えた「共に生きる」滋賀の教育』と書かれていますが、この点線の囲みの中に

書いてあることが『人生 100 年を見据えた「共に生きる」滋賀の教育』ではない

のかと思って読んでいました。そうでないとすれば、この点線の囲みの中は何で

しょうか。また、『人生 100 年を見据えた「共に生きる」滋賀の教育』を大事にす

るというのに、この 1 行で良いんでしょうか。書き表し方の問題をお尋ねしたい

と思いました。それから、資料２の 4 ページ。同じように「共に生きる人生 100
年の学び」というのがございます。これは本文にも先ほどの図にも出てくる表現

ですが、「人生 100 年を見据えた課題と取組」の 3 行目から 4 行目。『「生きる力」

の基礎となる「知」・「徳」・「体」を育み、生涯にわたり学び続ける基礎となる力

を身に付ける』と書いてあります。『「生きる力」の基礎となる「知」・「徳」・「体」』

はイコール『生涯にわたり学び続ける基礎となる力』と言っても良いのではない

かと思うんですが、この重ね方がもうひとつよく分からない。何か特別な意味が

あるのでしょうか。また、2 行目「そのためには」というところからずっと１文で

４行ほど続くのですが、非常に長くて読みづらい。そして論旨が途中で不鮮明に

なってきている。メールでお送りいただいた文章と変わっているが、前の方が分

かりやすいかなと思います。それから、さらにその下に「人も地域も共に育ち、

教育振興と地域の活性化の好循環につなげます」という項目があったんですが、

これがこの４ページから消えているのは何故なんでしょうか。あった方がいいと

思いました。 
 
事務局  『「生きる力」の基礎となる「知」・「徳」・「体」』と「生涯にわたり学び続ける

基礎となる力」ですが、私たちも「生きる力」という言葉は大事にしているとこ

ろがありますので、その言葉がもう一つ意味するところとして、その時の子ども

たちの力ではなく、生涯にわたって、後々人生長くなって、生涯にわたる学びが

重要と言われている中ででも、小さい時の「生きる力」を育むということは重要

ということでアピールしたくて、あえて書いているところでございます。その他、

御質問がありました地域と学びの循環につきましては、中でも議論しまして、教

育振興基本計画の目指すところ・ゴールをあやふやにしてしまうのではないかと。



4 

地域発展との好循環を生み出すことがゴールに見えるようでは計画の目的をはき

違えてしまうのではと配慮して、ゴールはあくまでも一つであると、そういう趣

旨で改めました。 
 
委員   今回答いただいたことについて、概要の図に戻りますけれども点線の囲み中に

太い矢印があって、それが下を向いて「地域とのつながり」を指していますよね。

ということは「地域とのつながり」を大事にすることがゴールのように見えるん

ですけれども、そうするとさっきおっしゃった部分は必要じゃないのかと思えて

きます。それから、冒頭に申し上げたこの点線の太枠と『人生 100 年を見据えた

「共に生きる」滋賀の教育』との関連を教えてください。 
 
事務局  まず縦の『「滋賀らしさ」を生かした学び』を通じて、子どもから大人への成長

を踏まえて、学びの中に滋賀らしさというものを生かしていく。その中で、地域

が子どもに対する学びにも、大人に対する学びにも影響を与え、あるいは学ぶ者

が地域に入ってくる。そういったことによって、地域とつながる結果が得られる

というのは御指摘のとおりです。それは産物として発生しますので、ここに書い

ておりましたけども、それはあくまでもゴールではないという意味で、その先の

ことの記載を改めたということです。枠の図の関係ですけども、子どもから大人

への過程で生涯学び続けていくということで、右向きの動きは個人の学びを生涯

を持って続けていくという趣旨を表しており、縦の動きは地域とのつながりを示

したものというのがこの図の意図でございます。 
 
委員   すみません、今のを聞いても、ふーん、という感じの納得の仕方なのですが、

この縦の流れ、表し方にこだわって申し訳ないですが、圧縮されすぎていて分か

りづらい。この大きい「1」「2」「3」を左半分に書いて、「4」として図を縦長にす

るというスペースの使い方をされるとかした方が、意図がよく伝わると思う。縦

と横のつながりがもうちょっとうまくでるといいかと思います。 
 
喜名会長 今ここでという訳にはいきませんが、若干修正が必要かと思います。本文もも

う少し分かりやすいように。他にいかがでしょうか。 
 
委員   先ほど現在から未来に向けての課題ということで話がありましたけれども、私

からは過去から未来に向けてということで、何度もしつこくお話しているかと思

うんですけども、滋賀県の官製の教育史というのが、全国で滋賀県だけ無いとい

う現状がございますので、例えば資料２の 14ページの「教職員の教育力を高める」

であるとか、21 ページの「滋賀ならではの学習の推進」とか、次ページ（22 ペー
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ジ）の「読書活動の普及拡大と読書環境の整備」というようなところ、いずれで

も良いんですけれども、滋賀県の教育史の発行に向けての動きをどこかに入れて

いただけないかと思っております。私たち研究者からも、本年度に入ってから知

事にお願いしているところでありまして、この動きと連動した刊行に向けての動

きというのをぜひこちらの審議会にも御検討いただけないかと思っております。 
 
喜名会長 滋賀県の教育史が全国の中で本県だけが無いということは事実であり、私も多

少ではありますが関わっておりますので、微力ながら力を尽くし続けたいとは思

っておりますけれども、今回のこの「滋賀県教育振興基本計画」の課題とはちょ

っと違っているような気がします。その精神は我々も受け止めておりますので、

よろしいでしょうか。 
 
委員   本日初めての参加となります。これまでの３回、本務の都合で欠席させていた

だきました。これまでの議論の中で委員の皆様、事務局の皆様の相当の御苦労の

上でこれだけの文書がまとまっておりますので、全面的にいろいろ申し上げるの

は差し控えたいのですけれども、本日出された意見に関わること、それからまだ

今回の答申が確定していない段階ですが、このような文書が次期策定されるとい

うことも見据えて、今後５年間どういう風なことを考えていったらいいのかとい

うことを申し上げたいと思い、今日参加しております。まず、滋賀県の教育史が

全国で唯一公的な文書として発行されていないことについて問題提起されました

が、それにはそれなりの背景があるのかと会長の御返答によって推測するのです

が、それはさておき、滋賀県の教育史に関わる研究の蓄積があると思います。そ

れは既に専門領域では幅広く受け入れられた内容として共有されているかもしれ

ません。そういった成果とかその他諸々の科学的な知見も踏まえて、滋賀県の教

育が日本史の中でどのように位置づけられるのか、しっかりとした見解を踏まえ

た上でこの文書が作られているのかということについて、検証はあるべきかと思

います。「近江の心」ということで引用されている 3 名の歴史的な人物の評価につ

いては、様々だと思うんですね。それについてパブリックコメントなどにおいて

は色々な見解が提出される可能性があると思います。既にこの会議でも、この 3
名がどこにでも出てくるじゃないかと。教育委員会がまとめられた学校教育指針

の中に同じ内容で紹介されているわけです。そもそもこの方々の業績は立派なも

のであるということに大方の異論は無いとして、しかしながら、「近江の心」を体

現しているという形で 140 万人の県民に提示するような内容になっているのかど

うかについては、きわめて違和感を感じざるを得ません。せめてこの文書へのコ

ピー＆ペーストのような形での答申への掲載は再検討された方が良いのではない

かと強く思います。 
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喜名会長 県の指針と同じような内容ということですが、そのことがいいかどうかという

ことですけども、どうでしょうか。指針とよく似た文章ということですけども、

指針と同じではまずいということはないのかと、私はそう思いますけども、事務

局から御意見ございますか。 
 
教育総務課長 「近江の心」について、こちらは第 1 期、第２期の計画策定時に審議会で

議論を重ねていただいて、こういった形で表現させていただいております。第３

期においても、事務局から審議会第２回会議で提案させていただいておりまして、

最終どのような表現とさせるのかは審議会の皆様の御意見だと思います。 
 
喜名会長 今の御発言ですが、いかがでしょうか？ 
 
委員   やはり滋賀の教育の中で、偉大な滋賀県の方々というのは本当に大事な、気持

ちの上でも根底になることですので、毎年出されている指針と同じようなもので

も私は構わないと思うし、第 1 回の審議会から検討を進めてきたことですので、

そのままの方向性でいいと思います。 
 
委員   第 1 期から継承されている内容だということですけども、それぞれの期におい

て、それぞれの期に召集されたの委員が答申するということですから、それぞれ

の期の委員の責任において検討しなければいけないと思うんですよね。例えば、

雨森芳洲は出身地域においては偉業をたたえるための芳洲庵を設営されて、大変

立派な内容で訪れた人に感銘を与えているのですが、しかしながら、その業績は

滋賀県で、この近江の地で育まれたものなのかというと、どうもそうではないよ

うです。若い頃に江戸に出て行き、仕事をしてということでございまして、近江

の地の何が育み、そこに近江の心を指摘する内容を持った偉人であるかというと、

必ずしもそうではないような気がします。糸賀一雄につきましても、非常に立派

な業績。しかしながら、この方は鳥取県出身でありまして、京都大学を経て滋賀

県に奉職されたということですよね。近江学園の設立においても、池田太郎、田

村一二の協力のもとに、滋賀県職員をはじめ、滋賀県民、近江学園あるいは信楽

寮、その地域の方々との共育ちという形の中で事業を展開されてきているわけで

す。なので、ここで糸賀一雄の名前のみを挙げて表現するというようなことをす

るべきなのかという観点もあると思います。これらの方々の業績・社会的意義に

ついては、歴史教育でしっかりと子どもたちに伝えるということは、これまでも

されているでしょうし、今後もそれは重要。そしてその一環として滋賀県教育史

の発刊への支援というようなこともあると思います。しかしながら、こういった
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文書にそのように引用することが適切かどうかということにおいて、私は異論が

あると思いまして、このタイミングでよしと認められましたら、再検討が必要か

と。もしこのまま進むとしても、この先の教育振興基本計画の発展に向けて、留

意事項として記録していただければと思います。 
 
委員   今の御意見について、大事なのは、例えば、糸賀一雄先生ならば『「この子らを

世の光に」の考えにある一人ひとりを大切にする心』という、この部分が大事な

のであって、その言葉を発したのが糸賀さんだという捉え方ではないかと。それ

が滋賀県に関わる人だということであって、大事にするべきなのは後半だと思う。

この後半が「近江の心」だと捉えるのが良いのではないかと思います。また、先

ほど学校教育の指針にもあると仰いましたけど、それは基本計画があって、学校

教育の指針が作成されているわけですから、学校教育の指針にあるからではなく、

その逆で基本計画にあるから学校教育の指針にあるということだと思います。 
 
委員   私はこれは載せた方が良いかと思っています。このまま載せるよりは最後の参

考資料に、中江藤樹さん、糸賀一雄さん、雨森芳洲さんの少し解説をいただくよ

うなものを付け加える。例えば、中江藤樹さんの「良知」についても「生まれな

がらにして持っている美しい心」としていますが、たぶん委員さんでちょっと違

う意見を持っておられるかもしれませんし、糸賀先生についても池田太郎さん、

田村一二さんを抜きにして書くというのは難しいところがあります。また、雨森

芳洲さんについても、やはり滋賀という地は昔から大陸の方から来られた方がた

くさんおられる地域で、いまだにそういう文化を大切にしようという思いを持っ

ているんだと、活躍されたのは対馬の方だったと思いますけども、そういうつな

がりなんかも少し解説を加える中で、この部分はこれで置いておいていいかもし

れませんが、少し解説が必要かと。近江商人の「三方よし」の「売り手よし」「買

い手よし」「世間よし」ということが公の心かということが若干違和感を感じる部

分はあるんですけども、少し解説を加えたうえで参考資料に入れていただくよう

な、追加の仕方があれば大丈夫かと。で、重要度からすると琵琶湖と共に生き、

自然環境を大切にする心というのはひょっとすると一番上に来るのかという気も

しないではないんですけども、少しの工夫をすることで、この文章も最初の会議、

２回目の会議でも大切にされたのではないかという思いがありますので、私たち

もそういう形で少し付け加えながらも残せればと思います。 
 
喜名会長 もしよろしければ、このままにさせていただきまして、若干解説を加え、なお

かつ、こういう議論があったということを次回に向けて記録していくということ

でよろしいでしょうか。では、そういうことにさせていただきます。 
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委員   この「教育振興基本計画は今後の５年間を見据えた計画であり、５年後の社会

はどのようになっているのかということも描いていかなければならないと思いま

す。また、第２期計画をスタートした時の社会を改めて見直しますと、大きく時

代は変わっているということを感じます。第２期とは異なる、進んだ点が示され

ていなければならないと思います。第３期はどういったところが大きく変わった

かと考えてみますと、なんといっても社会の急激な変化です。情報や技術の進展

も本当にめまぐるしい。私の中でインパクトがありましたのは、人生 100 年時代

とよく言われますが、前にいただきました滋賀県の基本計画の『人生 100 年を見

据えた「共に生きる」滋賀の教育』の中で、世界に類を見ないほどのスピードで

高齢化社会が進んでいくということ、そして日本では 2007 年に生まれた子どもの

半数が 107 歳まで生きるという記述です。まさしく人生 100 年時代がやってくる

と、そしてこれに対応していくために、高齢社会を見据えた教育の振興が必要だ

と強く思いました。そういう意味では、特に柱３の「すべての人が学び続け、共

に生きるための生涯学習を振興する」ということを重視し、それぞれのライフス

タイルの中でこれまでに身に付けたスキルをいつでも生かせるようにという観点

が大切だと思います。不登校、引きこもり、また仕事を離れてしまい、なかなか

自分のスキルを生かせないという状況も多く見られると思います。そうした「学

び直し」という観点をとり入れ、いろんなことが今の状況で決まってしまわない

で、さまざまな挑戦をして力をまた生かせるような、そのようなチャンスを得ら

れるといった観点がぜひほしいと思います。それが柱３の(1)～(5)の中の素案には

いくつかあったと思います。そういったことに触れていってほしいと思います。 
 
喜名会長 ありがとうございます。おっしゃるとおり、これから変化の激しい時代が想定

されます。常に学び続ける、学び直すという精神をもう少し入れるということか

と思います。 
 
委員   「学び続ける」「学び直し」というキーワードというのは、これからのまさに 100

年、人生生きていく上で重要なキーワードだと思うので、消えてしまっているの

は残念だったんですが、「学び続ける」だけでなくて「学び続ける」ときにいつで

も「学び直し」ながら、「続けていく」という２つのキーワードをうまく入れてい

ただくと、今の時代、まさに今の「リカレント」という「学び直し」の時代に、

合うような表現になるのではないかと。 
 
喜名会長 そこはそういう形の表現を付け加えていきたいと思います。 
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委員   全体としては我々委員の意見を吸い上げていただいて、まとめていただいて、

感謝申し上げます。そのうえで申し上げるんですが、事前に意見を出してある程

度修正いただいた部分もあるんですが、それでも読んでいて非常に読みづらい、

くどい表現であったりとか、一つ一つの文章が長いところがまだまだありますの

で、なかなか一人で書いていると自分がこうだと思い込んでいて、自分の文章の

あらに気づかないというのが僕自身にもありますので、残りの時間でできる限り

多くの人の目で読んでいただいて、少しでも市民の方々に読んでもらうんだとい

う気持ちで表現も含めて考えていただけたらと思います。次に、概要の図のこと

で思うことがあるのですが、横長におさめたいという前提があってこういう形に

なっているんだと思うんですが、基本的に時系列というのは縦ですね。縦が時系

列で横が場の広がりなんですね。時系列が横に流れていて、場づくりが縦という

のは僕には違和感がある。筋を通して描くならば、90 度ひっくり返して、縦が時

系列、子どもの時代から大人の時代へ、その結果として最終的に一番上に人づく

り、それをやっていくためにどういう場の広がりを考えていかなければならない

のかというのが、水平ですよね。教育というのは学校だけで行うものではなくて、

地域全体、地域づくりということも含めて人づくり、ということを子どもの時代

から考えていかないといけない。そういう時系列、図の構成というのをできれば

紙面に合わせて作るのではなくて、本来の形で作っていただければというのが１

点。もう１つ気になっているのが、人づくりに関しては、『人生 100 年を見据えた

「共に生きる」滋賀の教育』というのがあって、最終的に到達点が「未来を拓く

たくましい心豊かな人づくり」というのがある。ところが縦の方を見たときに地

域とのつながりっていうのがあって、なぜ地域とつながらないといけないのか、

要は、最終的につながってどうするのか、そこが大切。何のために滋賀らしさで

学び、誇りと愛着を感じ、人がつながるのか。これではつながることが目的にな

っている。つながることによってみんなで豊かな滋賀をつくっていく、言葉は思

い付きですが、「豊かな滋賀の創造」とかが最終目的としてこの図になければいけ

ないと思う。豊かな滋賀を創るには一部の人間だけががんばってもダメで、みん

なが滋賀のことを知り、愛着を感じながら、役割をもちながらつながって、そし

て滋賀が活性化していく、豊かになっていく、それを目指すための教育ではない

かと。もう一つないと、何のためにやっているのかが分からない。２ページのと

ころも「地域とのつながりを深めることが重要」で終わるのではなくて、つなが

ることで、ともに豊かな滋賀を創造していくことが大切ですというところをゴー

ルとして、そのために何をするのかというところを、大幅に変えろという話では

ないので、もう少しぜひ検討していただきたいと思います。もう１点ですが、14
ページの「教職員の教育力を高める」というところで前回も言ったんですけども、

改めて検討していただきたい。特にこれからコミュニティ・スクールとか地域学
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校協働活動とか、このあたりが学校教育にとって非常に重要なキーワードになる

ことは間違いないわけで、これからの教師力というのはすべて子どもに向けられ

るだけではだめだと思います。地域と一緒になって、子どもをどう育てていくの

かという視点、あるいはそういうための教師の地域とのコミュニケーション能力

とか、ファシリテーション、マネージメントですね。そういう力をこれからの先

生にはもっと意識をしてつけてもらわないと、コミュニティ・スクールですとか、

地域との協働とか連携という言葉を使っても結果というのは出てこないと思う。

ここのところで教師のファシリテーション能力とか、推進とか書いてありますけ

ども、あくまでも子どもの力を引き出すための力としか読めない。これからの滋

賀の教育というのを考えていくのであれば、やはりそうした地域とのコミュニケ

ーションとかマネージメントとか、そういう力を先生にもつけていく必要がある

という一節があってもいいのかと思います。逆になければ、柱２をどう進めてい

くのかと。僕らの立場から言うと、やっぱりまだまだ先生の意識改革というのが

いつも課題として出てくるんです。最後にそういうところを検討していただけれ

ばと思います。最後に専門用語としてＳＤＧｓの用語が抜けているかと。特にこ

れから滋賀県にとって、知事の言っているＳＤＧｓというのがやたらキーワード

になってますので、たぶん一番最初にＳＤＧｓの視点を生かしますと書いても、

僕らは分かりますけども、一般の人が読んでＳＤＧｓっていったい何というのが

分からないと思います。でも非常に重要なキーワードだと思いますので、せっか

く最後に用語解説を付けていますので、ＳＤＧｓの解説は必要かと思います。 
 
喜名会長 最初の分かりやすくという御指摘はその通りだと思いますので、そこは適宜修

正したいと思います。それからＳＤＧｓの用語、生涯学習の観点から意見をいた

だきました。 
 
委員   今委員が言われましたことと同じことを思っておりました。今回の第３期の基

本計画はやはりサブテーマにありますけれども、「共に生きる人生100年の学び」、

ここがポイントになるのではないかと思います。人生 100 年を見据えた世の中っ

て、どんな世の中なんだろうと、本当に見据えられていますかね。本当に人生 100
年を見据えた、その時代を生き抜く子どもたちに、どんな人を創っていくのかと

いうことが、この第３期の基本計画で大事なことになってくるんじゃないかと思

っています。Society5.0 ということが今だいぶん言われているかと思います。文科

省の政策にもかなり入っているかと思いますけども、その部分がもう少し前面に、

どういう世界なのか、どういう社会なのかという部分が、本当に私も想像がつか

ない。現実の世界と架空の世界が混ざるような、そういう超スマート社会という、

そういわれてもどういう社会か分からないし、その社会をこれから 100 年生き抜
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く人たちは必要なんです。そのための人づくりは、どんな人づくり、どんな教育

が必要なのかということがこの基本計画のとても大事な部分なのかと思います。

その意味で、この概要の図を見たときに確かにゴールが分かりにくい。『人生 100
年を見据えた「共に生きる滋賀」の教育』で一体何を目指しているのか、どうい

う人づくりを目指しているのかというのがこの図では見えにくい。いままでは自

己実現だと思っています。いかにその子どもが将来生きていく中で自己実現をす

るか、そういう教育をしていくことが大事かと思っていたんですが、これからの

人生 100 年を見据えた教育っていうのは、やっぱり共に生きる、自己実現だけで

はなくて、共に生きる、共によりよい社会を創っていく、共にという部分が強調

されないといけないんじゃないかと思います。そのためにこの５年間何をしなく

てはいけないかというのがこの基本計画になるんですけども、図の矢印があっち

いったりこっちいったりして、いったいゴールがどこなのか大変分かりづらいと

思っています。やはり矢印のゴールは人づくりだと思います。それがどういう人

づくりを目指すのかというゴールが分かるようなビジュアル化をしていただける

と、と思う。 
 
喜名会長 今後 100 年を見据えた教育をどうしたらいいのか。超スマート社会に対してど

ういう力をつけていくのか。今回ずっと私たち話し合ってきたことです。できる

限り汲んで最大限頑張っています。 
 
委員   十分にわかっていますが、県民が見るものなので、よりビジュアル的に、また

分かりやすい表記にということで。 
 
委員   また近江の心に戻ってしまい申し訳ないんですけども、みなさんからのいろん

な意見がでて、改めて拝見させていただいて、１つだけ指摘をさせていただきた

いです。中江藤樹の言葉である「良知の心」と書いてあるんですが、「良知」とか

「致良知」というのは王陽明の言葉でして、中江藤樹が言った言葉ではないので、

このあたりの表現を見直していただいた方がいいのかなと思います。 
 
委員   近江の心ですけども、私は一番大事なのは２つ目の点のところだと思います。

確かに中江藤樹先生、芳洲先生とかいろんな先人、偉人その他業績を残した方も

もちろんそうですが、これらに代表されるような近江の心は、例えば湖北でもた

くさんあるわけです。例えばみなさんは平林さんという名前を聞いてもおそらく

御存じないと思うんですよね。この方は、数年前にニュージーランドで地震が起

こりましたが、その時に神戸大学医学部を卒業して、ニュージーランドに留学し、

国際看護師を目指してニュージーランドで勉強しているときに地震に遭われて、
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不幸なことに命を落とされた方なんですけども、そこの学区ではこの平林さんの

心をですね、道徳の教材なんかにして、ここの学校で生活するんだったら必ず受

け継いでいこうということで守っておりますし、そのようなことは各地域でたく

さんあるんですよ。こういう場で代表されるような先人ではなくて、今生きてい

る方でも結構なので、そういうところにもスポットを当てていくというのが私ど

も市町や現場の教員の仕事だと思います。２つ目ですが、他の委員がおっしゃっ

たとおりかと思います。私はよく企業のホームページを見るんですけども、企業

のホームページはたいへん分かりやすいですね。その企業がどんな理念で、どう

いう方向で、何を目指しているのかということが非常に分かりやすくてコンパク

ト。民間企業の場合はそれが生命線だからということだと思いますが、それと比

べて学校というか教育委員会のはなかなか分からないです。市役所の会議でもよ

く言うんですが。パブリックコメントやりましたというが、どれだけ意見が来た

んですかと。そうすると数が少ないんですね。なんでかというと、一般の人が見

たら分からない、だからコメントのしようがないと。これではだめだと思います

ので、県民っていうのは、県内外になるのかもしれませんが、幼稚園や小学校、

中学校の卒業生ですよね。その方たちが見て分からないものを、なんなんやと思

うようなことでしたら、絵に描いた餅にだんだん近づいていく可能性があるのか

と思います。漠然とした意見で申し訳ないんですけども、その点はぜひ頭におい

ていただいて、もう一度見直していただけたらと思います。それから最後ですけ

ども、特別支援教育のところなんですが、11 ページ、12 ページのところなんです

が、長浜市の例ですと幼保一元化を数年前に行いまして、教育委員会の中で簡単

に言いますと幼稚園も保育園もみな管轄していることになります。これでいま当

面の問題となっていますのが、就学指導の問題なんですね。やっぱり小さい子ど

もさんを持つ、お父さん、お母さん、療育に関わっては長浜で言いますと健康福

祉部の中の発達支援センターというところへ相談に行かれる。就学前のこども園

にしろ、保育園にしろ、幼稚園にしろ、その先生方はどうしても発達支援センタ

ーの専門的な知識や経験を持った方に頼りがちにならざるを得ない。そうすると

園での就学指導というのが機能していないと最近非常に実感しているわけです。

もちろん保護者さんは保護者さんの、やっぱり子どもたちは地域で生活していく

ので地域から忘れられたくないという願いが当然ありますので、そういうギャッ

プの中で現場の先生方は非常に苦しんでいるんですけども、12 ページの「専門性

の向上」、「就学先の選択と相談」とかのところに研修を進めるとかいう表記もあ

るんですけども、私のお願いではあるんですけども、このへんでぜひ県としての

強い決意が少しうかがわれるような表記をお願いできたらありがたいと思います。

保育園やこども園の先生は６時、７時くらいまで仕事していますよね。小さい子

ですから、中学校や高校と違って、空き時間があって職員室でなにかしましょう
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という時間はまったくない。その中で研修したくてもできない方がたくさんおら

れる。就学前のここらへんをしっかりしていくというのが、糸賀先生などの精神

の根本だと思うんです。そういったところが、個別の柱に生かしていくという形

になるのかと思いますので、これはお願いで恐縮ですがぜひ一度御検討をお願い

したいと思います。 
 
委員   今の特別支援教育の「特別支援学校の機能の充実」のところですが、高等学校

でも通級が始まるということで、私たち特別支援学校の教員が、もっと研修をし

て、センター的機能を発揮しなければならないと常々思っております。今、委員

から幼稚園の先生が研修の時間がないということもありましたけども、例えば、

いま、人数は少ないと思いますが、小学校の先生が３か月の派遣研修で特別支援

学校に、という事業があります。実は、特別支援学校の教員は、特別支援学校だ

けしか経験していないのがほとんどです。そんな中でセンター的機能を発揮とい

うことで、小中学校、高校等の様子というのがほとんど分からない状況で、特別

支援学級のことについても、ほんの一部の特別支援学校のコーディネーター等相

談にあたるものが知っているという状況なので、ぜひ、センター的機能を発揮す

る上においても３か月の派遣の研修とか、特別支援学校の教員が小中高等学校に

行って、その状況を知って、少しでも特別支援学校のセンター的機能を発揮しな

ければいけないということを目の当たりに感じる教員を増やしたいと痛感してい

ます。専門性というところでも、コーディネーターに幼稚園からも、校区内の小

中高校からも、講師依頼とか、この子どもについてみてほしい、巡回してほしい

という依頼はあるんですけども、その専門的な教員というのは一握りもいない状

況で、そこをどうやって引き継いでいくかということを常に考えているところで

す。先生方が小中高等学校ではこういう状況だということを理解できるような県

としての取組をしてほしいと思います。それから数値目標のところですが、25 ペ

ージの（１）の丸の３つめですが、小中高しかないのですが、特別支援ではそう

いう調査はなかったように思いますが、全国の特別支援学校の校長会でもやはり

カリキュラム・マネジメントのことはすごく研修しています。学校にも返してい

ますが、なかなか全教職員がというふうにはならない部分ですが、やはり小中高

と特別支援学校を並べてほしいと思います。そのことによって進んでいくと思い

ます。７番目の「多様な進路・就労の実現に向けた教育の推進」の「障害のある

児童のキャリア教育の充実」の文章がやはり高等部のキャリア教育と読み取れま

す。キャリア教育というのは高等部だけのものではなく、小学校の頃からそうい

った視点をもった授業展開が必要だと思うので、少し文章を変えてもらえたらと

思います。 
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喜名会長 数値のところはあれば付け加えたい。最後のところもできる限りということで。 
 
委員   先ほど他の委員がおっしゃっておられたところで、私もお願い事項で、最後に

お願いしようかと思っていたところが、特別支援のところです。11 ページで下か

ら２つ目のところでは、「幼稚園から高等学校まで」となっているのですが、の 12
ページの「専門性の向上」のところでは「小・中・高」となっており、幼児期の

ところが抜けておりまして、保育園・幼稚園・幼児園、入園される前の子どもさ

んが乳幼児健診でひっかかられて、何か課題があると見つかった時に、その子ど

もさんが入園されてくるとなったときには、保健センターや発達支援センターと

連携しながら、前もって子どもさんの様子をお伺いして、できるだけスムーズに

園生活が送れるような配慮を職員間で考慮します。また、入ってこられれば、個

別の指導計画や個別の支援計画をたてて、保護者と連携して保護者の望みをでき

るだけかなえていくべく、短期目標や長期目標を設定して、支援員や担任が努力

している所存です。また入ってきてから、集団生活に、なにかこの子は適応でき

ないところがあると感じたら、それをスムーズに支援センターの相談員につなぎ

まして、その子の課題が明らかになるように保護者を交えて話したり、発達検査

を受けて、職員で共有して、さらに発達支援センターの先生方のアドバイスを受

けながら、一人ひとりの特性に応じて、少しでも集団に入っていって、友達と楽

しく園生活を送れるようにとか、小学校で通常学級にいかれるのか、支援学級に

いかれるのかということで、すごい悩みながら親御さんの意向も聞きながら、言

うべきことはしっかり伝えて、次のステップが踏めるように、たとえ支援学級が

必要なお子さんでも、保護者の気持ちは通常学級がいいなという気持ちが多いん

ですけども、そういう気持ちも尊重しながら、また、今回は通常学級をあきらめ

て支援学級に行かれることになっても、次のステップが踏めるように学校の先生

としっかり連携をとって、お話しさせていただいて、そういう努力は各園、保育

園、幼稚園、幼児園もしていると自負しております。そのあたり、「専門性の向上」

のところで、「保・幼」とか入れていただけるとありがたいと、研修の確保のとこ

ろでお願いしたいと思っていたところです。それから不登校の子どもさんとか、

19 ページの「家庭の経済状況への対応」というところで、幼児期の子どもさんを

見ていますと、なかなか理想的な家族関係が築けないおうちの方とか、それから

こちらからこうなればいいとお話しさせていただいても理解いただけなくって、

子どもが委縮したりとか、将来小学校行ったらどうなるんだろう、中学校に行っ

たら荒れるかな、とかその時点で予測できてしまうような家庭の環境におかれて

る子どもさんもいます。そこをしっかりとバックアップして支援してあげたら、

自らもう少し意欲的に生活できる子どもに育つのではないかと。親は難しくても、

次の子どもさんをどう育てるかというところ、よく貧困の連鎖とか、親御さんの
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学力が子どもさんの学力に反映して、学歴にも反映するということが新聞などで

も言われていますけども、それがまさに現実として感じている現場です。ここも

さらりと書いていただいていて、抜けているわけではないんですけども、このあ

たりもよろしくお願いしたいと思います。 
 
喜名会長 幼・保を入れらるかどうか、入れられると思いますけども、検討したいと思い

ます。 
 
委員   まず１つは、用語について今回参考資料３という形でまとめていただきました

が、こういう形にするというのはいままで３回の議論ではでてましたか。 
 
喜名会長 でていません。 
 
委員   前の２期のときは同じページの脚注みたいな形がいいのか、今回みたいに後ろ

にするのか検討いただきたい。それから選ばれた言葉の基準が何かあるのか、ど

うか。そこらへんがどうかと思いました。資料２の 10 ページのところ、「文化部

活動」の２つ目のところですが、「ホールの子」「美術館連携プログラム」のよう

にその前にどういうものか説明があるような形がいいのか、後ろに持ってきた方

がいいのか、その選択というのがどうなっているのかという感じがしました。そ

れから今日が最後ということですので、この言葉については、一般の言葉として

使われている意味と、業界というのか、その中で使われている言葉として若干意

味内容が違うものだと、一般的な読み方をすると間違いを生じる可能性があるの

で、これについてはここではこういう意味で使っていますということの選択を、

それぞれ専門の委員さんが来ていますので、もう少しそのあたりを、今日議論す

る時間はないと思いますが、後でもいいので出してほしいというような形で受け

入れていただけたらと思います。それから今日の資料は当然パソコンで作られて

いるので、図表とかも取り込みとかされていると思いますので、実際に外注で印

刷されるときにはもう少しきれいな形になると思いますが、たとえば 35 ページの

上の表の場合、文字が非常に小さいので読みにくくなる可能性がありますので、

そのあたりももう少し工夫をしていただけたらと思います。それから同じように、

図表の中でも出典がしっかりしているものと書かれていないものがあります。出

典がないものはおそらく県教委さんで作られたのだろうなと推測できるんですけ

ども、そこは書いておいていただいた方がいいかなと。36 ページの上の表のよう

に、資料名が書かれているんですけども、これがいつのものか書かれていないも

のが時々ありますので、これはここに戻っていろいろ検討しなければいけないと

いうこともあろうかと思いますので、しっかり「年」などをお書きいただきたい
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と思います。細かいところばっかりで申し訳ないんですけども、要望として。も

う１点、これは県の基準だと思いますので、いまどうこうということはこの段階

では言えないと思いますが、「障害」という記載です。私ども湖南市では、「害」

の字はひらがなで記載しています。それは市として、対象となる方が「害」の字

を使われることに対して非常にしんどい気持ちをお持ちだということを踏まえま

して、もう 10 年以上前からそういう基準で文書は外に出すものも内部のものもそ

うさせていただいています。県でも内部で今までもおそらく御検討いただいてい

ると思うんですけども、今回については漢字になっているので、いまここで変え

てほしいとまで申しませんけども、そういった意見も出ていたということを御配

慮いただけたらと思います。 
 
委員   御説明いただきましたように、１０番目に「私学教育の振興」という部分で独

立させていただいたということで、ありがとうございます。その振興の主な取組

ということで、当然のごとく助成金の充実だとか、保護者への軽減というような

形で書かれておりまして、それはそのとおりなんですが、ところが数値目標とし

ては、28 ページの 10 番目になりますが、定員充足率という形になっている。少し

ピントがずれていると思います。私立学校への助成金を充実させていく中で、公

私の格差をなくしていって、子どもたち、あるいは親御さんが私学に行っても大

丈夫だと、そういう体制をつくることが望まれると思うわけです。ですからそこ

の数値目標は、結果として充足率につながるのかと思いますが、私学助成をどう

いう風に充実させていくのかというようなことを年度別に目標として挙げていく

のが筋ではないかと。いきなり京都までいけとはいいませんけども、たとえば１

年目はこのレベル、２年目はこのレベルまでと具体的にその数値を出していただ

く、結果、私学の定員も充足されていったと、そういう説明をなされていくのが

分かりやすいと思っています。２点目ですが、この答申案自体についてはほとん

ど賛同させてもらっています。これからの人生 100 年という中での学びをどうい

う風に充実させていくのかという点での記述になっておりますので、それはそれ

で非常に良いかと思っております。ただ、第３期の滋賀県の教育振興基本計画と

なっているわけです。しかも５年という年限があるという中で、７月 31 日に新聞

発表されました全国の学力状況調査、これが７月末に出されているわけで、ニュ

ースとしてみなさん御承知なんですね。滋賀県がどうなんだというあたりの視点、

現実がこの計画の中に一言も入っていない。滋賀県はこういう状況になっている。

だからこの５年間については、特に正答率が比較的高いと言われている、主体的・

対話的で深い学びを進めていく中で平均正答率が高かったというコメントが出さ

れていますけども、そういうものを高めていくためにこの５年間でどういう風に

学校教育なりを充実させていって、数値を上げていくのかというあたりの現状認
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識、これがこの答申案の中に滋賀県の置かれた状況、これから５年間どうしてい

くのかという具体的な取組をお書きいただくのが、県民としては非常に興味・関

心が強いところだろうと。人生 100 年の遠い感じに受け止められて、そんなこと

か、ということではなくて、滋賀県の子どもたちの学力は全国で 40 何位になって

いる、それをどういうふうに滋賀県として高めていくのかというような形のもの

を、具体的に打ち出していくことによって県民の理解を得ていくということにつ

なげていってはどうかと思います。 
 
喜名会長 ありがとうございます。１点目の私学教育の振興の関係で事務局から御説明い

ただけますでしょうか。 
 
私学・大学振興課長 数値目標の件についてですが、所管課としましては、公費も投入し

ておりますし、魅力ある学校づくりということで、アウトプットはやはり定員の

充足率かということでこの設定案を出させていただきました。ただ、委員御指摘

の点も理解いたしますので、検討してまいりたいと思っております。 
 
喜名会長 ２点目の学力問題について、事務局からお願いします。 
 
幼小中教育課長 その点につきましては念頭に置きながら、事務局で協議させていただき

ました。そこをしっかりと意識して取り組んでいくことが重要だと思っています。

やはり最終的に子どもたちが長い人生を生き抜くうえで、その知的側面である学

力を伸ばすことは重要でございますし、７ページのところでそこはずいぶん意識

をして書かせていただきました。主な取組の説明は、これまでからも「学ぶ力向

上滋賀プラン」で取り組んできた学ぶ力の向上、これがやはり土台でございます。

そのうえで、今回全国学力・学習状況調査で特に、滋賀県の子どもたちは基礎的・

基本的な知識・技能の定着という点ではどの教科においても課題がございました。

それから、やはり問題の中で文章を読む力が求められておりまして、実生活、実

際の学習場面を想定しながら、しっかり問題を読んで活用していく力が求められ

てまいります。したがいまして、そういうことを踏まえながら、そういう力はも

っともっと伸ばさなければならないという認識の下で、この「基礎的・基本的な

知識・技能の定着」、それから「読み解く力の育成」という内容を記述させていた

だいたところでございます。それから 25 ページに関連する数値目標を挙げさせて

いただいております。やはりアンケートの中で、小学生の場合は、特に自分で分

かると言っていても実際にどこまでわかっているのか分かりませんけども、これ

は結構学力とは深い相関のある質問項目でありますし、この辺りをしっかりとあ

げていく。それから、それを推進していくカリキュラム・マネジメントに学校全
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体がしっかりと、全職員が関わって、教育の充実に携わっていくということを意

識してあげさせてもらったところです。 
 
委員   今おっしゃられたことに関わってですが、全国の学力調査の結果については、

確かに順位から見ると、県民の皆さんが思うところもあるかもしれませんが、た

だ、一つの学力を測る調査で滋賀の子どもたちの学力をうんぬんしてというのは

どうなのかと思います。高校生の大学進学率とかを見た時にはむしろ高くなるの

で、どうしてそこで伸びるのかを分析して、滋賀らしさを出す方がいいくらいで

はないかと思います。先ほどおっしゃっておられたところで、「読み解く力の育成」

に関わってですが、読み解くということとあわせて、学力調査の分析をしていま

すと、説明する力の弱さもあるのではないかと思います。読み解けないから説明

できないという関連もあるのかもしれませんけども、断片的な言葉を並べて自分

の思い、考えに至らない思いはぼそぼそとつぶやくことはできるけれども、相手

を意識して、きちんと目的に沿って説明するという力が弱い。その辺は課題にす

べきところがあるのではないかと思います。７ページ、「学ぶ力の向上」の１つ目

の四角のところですが、「県全体で力を合わせて推進をします」とありますが、「何

を」推進するのか、肝心の目的語が抜けているかと思います。それから「読み解

く力の育成」の２つ目、「子どもが読書を通じて豊かな語彙を獲得し」の次のとこ

ろですが、「多くの知識に触れ」を先に持ってきて、「情緒や豊かな想像力を育む

ことで」とつなぐ方がいいのではないかと思っています。それから「コミュニケ

ーション能力の育成」のところで、「英語科をはじめとして」とあるんですが、な

ぜここに英語科がでてくるんだろうかと思います。英語に力を入れるという学習

指導要領の流れは分かるんですけども、日常の生活からすると、まずもって国語

科ではないのかと思いました。学力に関して併せてお願いしたいと思います。そ

れから読書のことについてなんですけども、23 ページに、「学校における子ども読

書活動の推進」を入れてくださっています。ここにできれば「学校図書館ガイド

ライン」の文言を踏まえて、例えば、次のような文言を入れていただけないかと

思います。「校長が学校図書館の館長としての役割を担っていることを踏まえ、校

長のリーダーシップの下教職員が連携し、計画的・組織的な学校図書館の運営が

なされるよう努めます。」何が言いたいかと言いますと、学校図書館を司書教諭と

か学校司書さんが一生懸命やっていただいていることは非常にありがたい、大事

なことなんですけども、校長がリーダーシップをとって学校図書館に関わってい

く、小中学校がいま 300 校近くありますけども、どれだけの学校でできているで

しょうか、という問題提起をしていかなければ学校図書館の利用は増えないし、

それから読書活動はいろんな行事に追われて、ますます肩身の狭い思いになって

いくのではないかと思うからです。この会議では、初回から読書活動を大事にし
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ようという意見を他の委員さんからもいただいておりましたので、特に学校にお

いては「校長のリーダーシップのもと」という言葉を入れていただきたいと思い

ますし、22 ページには生涯を通じて学び続けるのに読書活動が重要だと書いてあ

りますので、できれば、20 ページの(2)にある「学び続ける機会の充実」の次にこ

の読書活動を持ってきていただけるとつながっていいのかと思います。それから

細かなところですが、54 ページ、第２期の評価についてなんですが、柱２の１の

評価のところで、「高等学校では、主体的・対話的で深い学びを目指した授業づく

りが進められている」とありますが、第２期の段階では「主体的・対話的」で深

い学びというのは出ていないと思うんですね。いま、結果的にはこれを目指さな

いといけないということになっているとは思うんですが、第２期の評価としてこ

の文言を使うのはどうなのかと。それと、61 ページでコミュニティ・スクールの

解説をしていただいていますが、「・」が抜けているので、統一していただきたい

と思います。 
 
喜名会長 なるべく分かりやすい形にと思っております。今回そうそうたる専門家が入っ

ておられますので、言葉の使い方でここがおかしいとかおっしゃっていただけれ

ば大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。 
 
委員   全国学力・学習状況調査の評価は大変悩ましいと思います。これを教員の処遇

に反映させようとかいう話も出てきている中で、滋賀県は決してそうは進まない

だろうということは、大変誇らしいというか、安堵するところでございます。先

ほど委員がおっしゃられた論点に共感します。そもそも点数の差の幅はだんだん

小さくなってきているという報告書もありますし、順位にこだわって、なんとか

上げようという努力をそれほどすることはないのかな、という理解が県民に広が

ればよいと思います。そもそも学力は多様な側面を含むものであり、組織的に行

われているとはいえ、たった１回の成績で測れるものではありません。そうした

場合に、25 ページの数値目標のところ、学びのアンケートで、その１項目を取り

上げて、５年間、各年度の数値を挙げていくということに、それで何を示そうと

しているのか、なにを検証しようとしているのかということについては、ちょっ

と首をかしげざるを得ません。そもそもこの学びのアンケートで、現在 81％が 35
年度には 85％を目標とすると。その４％の向上にどういう意味があるのでしょう

か。そもそも 85％を５年後の数値目標とする根拠は何なんでしょうか？過去５年

間を振り返って、だいたいこんな感じで伸びてきているんですよということであ

れば、それでいいじゃないですかと。わざわざ目標として掲げなくても。どのよ

うな項目を数値目標として選定するのか、そこに科学的根拠を示しつつでないと、

県民としては脱力すると思いますよ。私はそのように感じるので、ここで問題提
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起をさせていただきたいと思います。 
 
喜名会長 この数値はどこから持ってきたものですか。 
 
幼小中教育課長 この数値につきましては、学びのアンケートと書いておりますが、全国

学力・学習状況調査でも行われているものです。しかしながら全国学力・学習

状況調査では、国語と算数、隔年でしかこの質問が行われないことから、県が

独自で同じ質問内容で学びのアンケートとして、実施している、あるいはこれ

から実施していくものでございます。この数値の根拠につきましては、やはり

客観的な見方として、全国的にどういう状況なのかということをまず参考にし

たうえで、全国的な平均値を参考にそれを上回る数値とさせていただいたとこ

ろです。 
 
委員   この学力調査に関しまして、これは噂か本当かは分からないんですが、県によ

っては、試験のある１学期の前半は、想定される部分をしっかり学んでから試験

に臨むとかいう県まであるらしく、そういうことをやるぐらいなら滋賀県が 40 何

位でも堂々としている方がずっとすばらしいと思いますし、むしろ今やられてい

ることを先生方が自信をもってやっていただく、継続していくことをみんなで応

援していくというこの基本計画になれば、その方が健全だと思います。このよう

にアンケートを取っていただく、さきほど相関もあるということですから、それ

を参考にすることはいいことだと思いますが、目標値は当然上がっていくことは

望ましいことですし、このように書いていただくことも決して悪いことではない

と思いますが、むしろ堂々と先生がやっていただくことに力をこめられるといい

なと思います。 
 
喜名会長 この点は少し検討させてもらいますのでよろしくお願いします。 
 
委員   この報告書全体については、細かいところはいろいろと御指摘いただいていま

すけども、全体としては非常に素晴らしい基本計画の答申を出していただくこと

になると非常に喜んでいます。今回人生 100 年という大きなテーマを１つ出して

いただきましたが、同時にこの社会は少子化という大きな問題を抱えております。

今日、私もＳＤＧｓのバッジを付けておりますけども、これは持続可能な社会が

続いていくということをみんなで考えましょう、その行動をとりましょうという

ことなんですが、次の世代をしっかりと健全な形で続いていくということを考え

ていくということが大事だと思っておりまして、前回までも私はどちらからいう

と、子どもの段階で大人になるために必要ないろんな学びを学校の教科の＋αと
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して、特に親になっていく世代もちゃんと認識できるようなということが大事だ

と思っております。この答申の中に入ってはいませんが、この議論の中で皆さん

に認知していただいたと思っておりますし、いろんなところでそういう取組、来

年度からは中学校でも道徳が始まりますし、そういう中での、子どもが育ってい

く中で、世の中の仕組みであったり、また、大人の素晴らしい活動について学ぶ

機会もございます。そういう部分も大事と思うんですけども、そういうところで

ちゃんとやっていくというところが入ってきましたけども、載ってはいないけど

も、大事にしていくというような話ができてよかったと思います。24 ページの施

策の推進方法というところの基本的な考え方という中に、県民の参画や多様な主

体との対話・共感・協働の推進、また市町との連携強化というようなことが書か

れています。ぜひこのあたりはしっかりと大事にしていただけるような形が必要

と思っております。特に県では協働のプラットフォームという形で、いろんな意

味で担当を超えた中で協力をするという取組をされておりますので、教育委員会

も必要に応じて他の部局やいろんな取組をされている一般の方々、ＮＰＯであっ

たり、企業の方々との協働が必要なところでは、ぜひ、協働のプラットフォーム

の提唱者としての立場で参画していただけるようなことがあればいいなと思って

おります。また、社会のテーマというのは５年間の間にも刻々と変化していきま

す。そういうものにも対応していけるということもぜひ何らかの形で担保してい

けるといいなと思っております。ここには書かれていなくても、ぜひ認識してい

ただける形で進めていただけるといいなと思っております。それから、滋賀県で

子どもたちを育てて、高校まで卒業しましても、大学に行くときには多くの方が

滋賀県から出ていきます。ドクターになるために外国に行く子どももいると思い

ます。そのような子どもたちをしっかりと見送っていくと同時に、戻ってきて、

こっちでも活躍してもらい、先ほど他の委員もおっしゃいましたけども、活気あ

る企業に就職できるような形でしていける、そういう滋賀というのがあってほし

いと思います。ですから、答申は知事に出すものだと思いますが、知事がしっか

りと滋賀を活気あるものにしてほしいと一言添えていただけるといいと思います。

それから、教育は人づくりがゴールではありますが、一人ひとりが素晴らしい人

生を送ると同時に素晴らしい世の中を創っていくというのが教育のゴールの一つ

のあり方ではないかと思いますので、図の「未来を切り拓く心豊かでたくましい

人づくり」のさらに先に矢印でなくても結構ですが、いい世の中とか、素晴らし

い滋賀とか、そういうものをイメージできるような表記があれば、さらにいいの

かと。できなくてもいいんですが、イメージに感じられるものがあればと思いま

す。 
 
委員   ＳＤＧｓの視点ということは、最初から私も言わせていただいておりますが、



22 

視点を生かすということは、よりよい滋賀県を創る人材を育てる、そういうこと

になるかと思っております。ですから、よりＳＤＧｓの視点というのを言葉の説

明だけではなくって、具体的に落とし込んでもらえると大変ありがたいです。Ｓ

ＤＧｓのキーワードは「誰一人取り残さない教育」です。もちろん学力向上、人

権、それから特別支援教育、全てにかぶさっていることだと思っています。目標

が 17 あるということも、ＳＤＧｓが十分に周知されていないということを承知し

ておりますけども、少しだけ私の取組を通して触れさせてください。ＳＤＧｓの

目標は 17あります。これは世界共通の目標です。滋賀県は琵琶湖がありますから、

目標の 14 です。海の豊かさを守ろうという項目がありますので、そこの視点が生

かされるかと思っております。実はその 14 だけではなくて、実は、６番に安全な

水やトイレを世界にという項目がございます。琵琶湖は、今私勉強しているんで

すけども、琵琶湖の水を使っている人は何人いるか御存知ですか。滋賀県民は 141
万人ですね。その 10 倍、1450 万人の人が琵琶湖の水を必要としているわけです。

その母なる琵琶湖ということで、その人たちの水を確保する、そういう大事な琵

琶湖であるという視点、これをＳＤＧｓの視点を入れることでそういうことがで

きるかと思います。これは目標６に関わってきます。そして、この間新聞を読ん

でいましたら琵琶湖博物館にスマートトイレが設置されたという記事を見ました。

それが何かと言いますと、人工肛門をつけておられる方はトイレをする時に大変

困っておられる。その人たちが座らなくてもできる高さで、スマートトイレだっ

たと思うんですけども、それをいろんな人の思いで作った、それが琵琶湖博物館

だということで、これがやはり６番の世界に安全な水とトイレというところにか

なり関わってくるのではないかと思っております。それから 15 番は陸の豊かさで

す。琵琶湖は水だけではなくて、琵琶湖の水がどこからくると言いますと川です。

滋賀県には一級河川が 500 ちょっとあるうちの 171 本が琵琶湖に流れ込んでいる

わけです。その水をつくる、「やまのこ」もありますけども、山も滋賀の教育には

とても大事になってくる。それから飢餓を０にということで、２番の目標になり

ますが、子ども食堂とかもほんとうに各地域でやってらっしゃると思いますし、

滋賀の地産地消ではないですが、「おいしがうれしが」、私とても好きなんですけ

れども、そういうものを生かした食育。それは２番になります。そういう風に考

えますと、滋賀県でも滋賀ならではの教育を進めるうえで、具体的にＳＤＧｓの

どの目標が使えるのかということを、この基本計画に間に合うかどうか分かりま

せんけども、具体的に入れていただくことでより生かせると思います。１文だけ

入っていても誰も生かせない。具体的に生かせるような表記というか、このあと

教育指針というものがつくられていくんでしょうけども、そういう中に具体的に

現場でこの視点を取り入れるとか、それが生涯教育につながる、それがＳＤＧｓ

ですので、そういう部分が、ただ生かしますと書いてあるだけではなくて、具体
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的に生かせていけるようなということを思います。この視点を生かしていただい

たことは、サブテーマと基本目標にかなり通じるものがあると思っています。 
 
委員   数値目標のところで、「以上」と書いてあるところの意味を聞かせてほしいです。

それから 27ページの７の多様な進路の２つ目の特別支援学校高等部卒業生の就職

率ですけども、29 年度は 29.6%ということですごく良かったのですけども、31 年

度から 30%以上と書いてありますけども、一般の方が見たら 0.4%じゃないかと思

うのではないかと思います。特別支援学校にいれば、特別支援学校の高等部の在

籍生徒の状況ですごく変動するというのは、よく分かるのですが、一般の方から

見ると難しいと思います。それから特別支援教育の推進ということで、個別の指

導計画、個別の教育支援計画のことが第２期の計画からずっと上がっていますが、

特別支援教育の推進ということにおいては、他の委員からも御意見がありました

ように、特別支援教育の研修をどのように進めていくかというところが大事なこ

とだと思います。そういう数値目標が第２期の時には総合教育センターの数値目

標として、特別支援教育だったかどうか分かりませんけども、上がっていたかと

思います。何かそういうものがないと、ここに書いてある文章だけではどのよう

に推進していくかというところはなかなか見えてこないと思いますので、そこは

ぜひ考えてほしいと思います。 
 
委員   人生 100 年時代ということで生涯学習が大切だということをずっと認識してい

るんですが、私も学び続ける者として、こども園ですとか放課後児童クラブにお

世話になり、学習を続けられているということがあります。15 ページの(9)のとこ

ろには保育所等の整備について、その次の 19 ページには７行目くらいに仕事と子

育てが両立しやすいですとか、21 ページには出産・子育て後の女性の再就職のた

めに学び続ける機会を充実しますというふうに記載があるんですけども、せっか

く生涯学習課で放課後子ども教室も作られていますし、市町村の放課後児童クラ

ブもあるので、保育園だけでなく放課後子ども教室・放課後児童クラブの充実に

ついてもこの中でうたっていただいたらいいのかと思いました。 
 
委員   ＳＤＧｓの話がでておりましたので、それに関わって申し上げたいです。ＳＤ

Ｇｓの目標４は「全ての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学

習の機会を促進する」です。ここのところでとりわけ日本が遅れていると評価さ

れているのが、外国人児童生徒への教育です。これについては滋賀県は人口比で

外国人の在住率が高いということで、非常に大きな必要性を持っていると思いま

す。従来この外国人児童生徒への学習支援が盛り込まれておりますが、この３期

においては９ページに記載されております。この３行ないし４行に、「きめ細やか
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な指導の充実」として記載されているのですけれども、その内容が第２期の記載

に比べると簡略になっているのが気にかかります。内容的には母語の理解できる

人材の活用ということを第２期では言及しているのですが、母語の教育について

の記載が今回の答申案には無いようです。その他の箇所でも記載されていないの

であれば、もう一度見直していただく必要があるのではないかと思っております。

それから、数値目標に関わりまして、26 ページの朝食を欠食する児童生徒の割合、

小学校５年生、中学校２年生、高等学校２年生の朝食欠食率、現状は小５が 2.7%、

中２が 4.3%、高２が 8.5%、それを平成 35 年度にはそれぞれ１％、３％、５％に

する。そういう計画なんですが、これは心痛む数値の提示になっているかと思い

ます。どうするつもりなのか。朝食べてこれない、こない子どもたちをこの数パ

ーセントの人数を５年間このように放置し、35 年度にはまだ残っている。それで

よろしいのでしょうかということを感じざるを得ません。自治体によっては学校

で朝食を提供するということも取り組まれております。ただちに何らかの対応を

してもよい課題かと思いますので、このあたりも見直していただく必要があるの

ではないかと思っております。 
 
喜名会長 外国籍児童にとって、母語の取組が重要であるというのは明らかになってきて

おりますので、そのあたりは少し入れ込んだほうがいいかなという気はします。

どうもありがとうございます。時間が少々迫っております。まだたくさん御意見

があろうかと思いますが、時間の関係もございますので、このあたりで議論をま

とめたいと思います。今日いただいた御意見を踏まえますと、答申案のいくつか

の部分を修正することになるかと思います。こちらで検討するということでよろ

しいでしょうか。本日で審議会の会議は最後になりますので、私が事務局と調整

をさせていただくということで一任をいただきたいと思いますがいかがでしょう

か。 
 
各委員  （異議なし） 
 
喜名会長 ありがとうございます。それでは所要の調整を行いまして、後日審議会を代表

して私から知事へ答申を行うということで進めさせていただきたいと思います。

以上で本日の会議を終了しますが、当審議会の会長の任務もこれで終了というこ

とでございます。今回、４回という短い期間ではございますが、このような形で

答申をまとめることができ、よかったと思っております。大きな特色としまして

は、滋賀県の文化や伝統文化で子どもを育てていく。それを基に、地に足をつい

た形で、子どもたちを未来の社会、グローバルな社会に羽ばたかせたいというそ

ういう方向を見ることができたと考えています。それから種々議論がありました
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けども、これからの５年間は大変厳しく変動する時代、社会になることが予想さ

れています。こうした時代の大きな流れにも、ある意味対処できる案になってい

るのではないかと考えております。このような案の策定に御協力いただきました

ことを本当にお礼を申し上げたいと思います。審議会に参加されました委員の皆

様本当にありがとうございました。また、時間の制約はありましたが、新しい知

見をいただきまして、議論の深化に貢献いただきまして本当にありがとうござい

ました。また、事務局の皆様の大変な御苦労、支えがあってこそできた計画だと

思います。本当に感謝いたします。最後になりますが、第３期滋賀県教育振興基

本計画の策定に向けてお力添えをいただきました皆様に改めてお礼を申し上げた

いと思います。ありがとうございました。 
 
事務局  それでは最後に、滋賀県教育委員会教育長の青木より一言御挨拶申し上げます。 
 
教育長  本日は長時間にわたりまして熱心な御議論をいただきましてありがとうござい

ました。皆様方には５月の第１回の会議から本日までの４回の会議において、い

ろいろなことを御議論をいただきました。そうした中で次期滋賀県教育振興基本

計画の基本目標の設定、あるいは今後どういう風に取り組んでいくのかという方

向性、そうしたものをそれぞれの皆様のお立場からいろいろな御意見をいただき

ました。本当にありがとうございます。本日御議論をいただきました答申案につ

きましては、会長からもありましたように、後日正式な答申としていただくこと

となります。いただきました答申につきましては、県民の皆様、あるいは議会の

御意見等を踏まえながら、正式に今年度中に第３期滋賀県教育振興基本計画とし

て策定してまいりたいと思っております。また、この計画を策定することが目的

ではございません。この計画に沿っていかに取り組んでいくかということが大事

だと思っております。その際にはこの４回を通じまして皆様からいただきました

本当に貴重な御意見を生かせるよう、できるだけ我々も頑張ってまいりたいと思

っております。最後になりましたが、審議会としては今日で終わることになりま

すが、どうか皆様方には今後とも本県教育行政の推進にあたりまして、格別の御

理解・御支援をいただくことをお願いいたしまして、簡単ではございますが、お

礼の言葉とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。 
 


